
平  成  3 0  年  度 

大 阪 青 凌 高 等 学 校 同 窓 会 

第 8 回  同 窓 会 総 会 

 

日  時  平成 30 年 5 月 19 日㈯ 14 時 30 分～ 

場  所  大阪青凌高等学校 エクセルホール 

 

＜ 次   第 ＞ 

1 開 会 の 挨 拶 

2 会 長 挨 拶 

3 校 長 挨 拶 

4 議 長 選 出 

5 協   議 

（1） 第 1 号議案 平成 28-29 年度会務報告 

（2） 第 2 号議案 平成 28-29 年度会計決算報告、会計監査報告 

（3） 第 3 号議案 平成 30 年度事業計画 

（4） 第 4 号議案 平成 30 年度会計予算 

（5） 第 5 号議案 役員改選（案） 

（6） 第 6 号議案 会則改正（案） 

（7） その他 

6 閉 会 の 挨 拶  
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第 1 号議案 

平成 28-29 年度 大阪青凌高等学校同窓会 会務報告 

月 日 （ 曜)  名 称 場 所 出 席 者 

平成 28 年 

7 月 2 日（土） 

平成 28 年度  

第 1 回役員会 

大阪青凌高等学校 

応接室 

会長（鍜治本）、副会長（浦川）、 

会計（内藤、瀧ヶ平）、会計監査（川上） 

8 月 27 日（土） 平成 28 年度  

第 2 回役員会 

大阪青凌高等学校 

応接室 

会長（鍜治本）、副会長（浦川）、 

会計（内藤、瀧ヶ平）、会計監査（川上） 

9 月 17 日（土） 青凌祭 高槻現代劇場 副会長（浦川）、会計監査（川上） 

9 月 18 日（日） 青凌祭 大阪青凌高等学校 

本校 

会長（鍜治本）、副会長（浦川）、 

会計（内藤、瀧ヶ平）、会計監査（川上）、

片山敦夫会員 

11 月 5 日（土） 平成 28 年度  

第 3 回役員会 

大阪青凌高等学校 

応接室 

会長（鍜治本）、会計監査（川上） 

平成 29 年 

2 月 17 日（金） 

大阪青凌高等学校 

卒業式 

大阪青凌高等学校 

体育館 

副会長（浦川） 

4 月 7 日（金） 大阪青凌高等学校 

入学式 

大阪青凌高等学校 

体育館 

副会長（浦川） 

6 月 10 日（土） 平成 29 年度  

第 1 回役員会 

大阪青凌高等学校 

応接室 

会長（鍜治本）、副会長（浦川）、 

会計（内藤、瀧ヶ平）、会計監査（川上） 

7 月 29 日（土） 同窓会支援業者と

の打ち合わせ 

大阪青凌高等学校 

応接室 

会長（鍜治本）、会計監査（川上、吉田）、

白須和平事務長 

8 月 26 日（土） 平成 29 年度  

第 2 回役員会 

ミスタードーナツ 

ＪＲ吹田店 

会長（鍜治本）、会計（内藤）、 

会計監査（川上） 

9 月 9 日（土） 青凌祭 大阪青凌高等学校 

本校 

副会長（浦川、櫛辺）、 

会計（内藤、瀧ヶ平）、会計監査（川上）、

片山敦夫会員 

平成 30 年 

2 月 17 日（土） 

大阪青凌高等学校 

卒業式 

大阪青凌高等学校 

体育館 

副会長（浦川）、会計（内藤）、 

会計監査（川上） 

2 月 22 日（木） 同窓会支援業者と

の打ち合わせ 

大枝印刷株式会社 

応接室 

会長（鍜治本）、会計監査（吉田） 

3 月 3 日（土） 平成 29 年度  

第 3 回役員会 

大阪青凌高等学校 

応接室 

会長（鍜治本）、副会長（浦川）、 

会計（内藤、瀧ヶ平）、会計監査（川上） 
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第 2 号議案 

平成 28 年度 大阪青凌高等学校同窓会 会計決算報告 

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 
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平成 29 年度 大阪青凌高等学校同窓会 会計決算報告 

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 
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第 3 号議案 

平成 30 年度 大阪青凌高等学校同窓会 事業計画 

1. 特記事項 

（1） 校舎移転記念式典の準備 

島本町への校舎移転（2020 年 4 月予定）を前に、2019 年に前島校舎で開催する移転記念式典に向けての準

備を進める。 

（2） 青友会の活動支援 

校舎移転に伴う青友会の活動活性化を支援するため、入会金の一部を負担する。 

（平成 30 年度から入学者の保護者全員が入会する制度に変更されるため） 

（3） 活動支援業者の選定 

通信費の見直しを図るため、行事案内の手配やウェブサイトの管理運営を代行いただく活動支援業者の選定

を検討する。これに伴い、同窓会コミュニティサイト｢Bikita｣を介した同窓会活動を停止する。 

（4） 同窓会活動の活性化に向けて 

校舎移転に伴う同窓会の活動活性化を図るため、同窓会ホームページの開設および会報の発行を検討する。 

2. 定例的活動 

月 日 （ 曜 ） 名 称 場 所 

平成 30 年 

4 月 7 日（土）  

入学式 大阪青凌高等学校 本校 

4 月 10 日（月） 奨励制度表彰式 大阪青凌高等学校 本校 

5 月 19 日（土） 総会・懇親会 大阪青凌高等学校 本校 

9 月 15 日（土） 青凌祭 高槻現代劇場 

9 月 16 日（日） 青凌祭 大阪青凌高等学校 本校 

9 月 26 日（水） 体育祭 大阪青凌高等学校 本校 

平成 31 年 

2 月 16 日（土） 

卒業式 大阪青凌高等学校 本校 
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第 4 号議案 

平成 30 年度 大阪青凌高等学校同窓会 会計予算 

 

収 入 の 部 

科 目 金 額 

前年度繰越金 21,629,152 

新規入会金 2,370,000 

利息 200 

雑収入  

合計 23,999,352 

支 出 の 部 

科 目 金 額 

行事・活動費 500,000 

保守委託費 250,000 

消耗費 30,000 

通信費 652,800 

卒業記念品 500,000 

奨励金制度費 300,000 

教育振興基金 300,000 

クラブ助成金 1,000,000 

青友会活動援助費 474,000 

予備費 200,000 

次年度繰越金 19,792,552 

合計 23,999,352 
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第 5 号議案 

大阪青凌高等学校同窓会  役員改選（案） 

役員の任期満了に伴い、同窓会会則第 6 条に基づき、改選を諮ります。 

 

区 分 現 在 推 薦 

会 長 鍜治本 武宏 （17 期生） 再任 

浦川 智喜 （25 期生） 副 会 長 

櫛辺 悠介 （27 期生） 
川上 俊行 （11 期生） 

櫛辺 悠介 （27 期生） 書 記 
 

松村 一輝（25 期生） 

内藤 勝也 （22 期生） 松岡 美里（26 期生） 会 計 

瀧ヶ平 真悠 （22 期生/旧姓・西川） 再任 

川上 俊行 （11 期生） 内藤 勝也 （22 期生） 会 計 監 査 

吉田浩幸 （本校事務長） 白須和平（本校事務長） 
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第 6 号議案 

大阪青凌高等学校同窓会  会則改正（案） 

下記事由に基づき、会則の一部改正を諮ります。 

• 同窓会会員へのより正確な活動情報の開示のため 

• 同窓会活動の活性化のため 

• 校舎移転記念式典行事の開催（2019 年予定）に向けての予算承認取得のため 

 

現 行 改 正 案 

第６条  

本会には下記の役員をおき、その任期は２年とし再任を妨

げない、但し、最大任期を６年とする。 

１． 名誉会長  １ 名 

２． 会   長  １ 名 

３． 副 会 長  若干名 

４． 会   計  若干名 

５． 会計監査  ２ 名 

 

第６条  

本会には下記の役員をおき、その任期は２年とし再任を妨

げない、但し、最大任期を６年とする。 

１． 名誉会長  １ 名 

２． 会   長  １ 名 

３． 副 会 長  若干名 

４． 書 記  若干名 

５． 会   計  若干名 

６． 会計監査  ２ 名 

第 10 条 

１． 定時総会は、２年に１回、これを開催する。臨時総

会は、必要と認めた時、会長はこれを開催すること

ができる。 

第 10 条 

１． 定時総会は、１年に１回、これを開催する。臨時総

会は、必要と認めた時、会長はこれを開催すること

ができる。 

（下線部を改正） 
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大 阪 青 凌 高 等 学 校  同 窓 会 会 則 

 

第１章 名 称 お よ び 事 務 所 

 

第１条  

本会は、大阪青凌高等学校同窓会と称し、本部を大阪青凌

高等学校（高槻市前島３丁目２－１）に置く。 

 

第２章 目 的 お よ び 事 業 

 

第２条  

本会は、母校の発展・繁栄に寄与し、あわせて会員相互の

親睦をはかる。 

 

第３条  

本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 

１． 総会の開催 

２． 会員相互の親睦増進 

３． その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

第３章 会 員 お よ び 会 費 

 

第４条  

本会は、下記の会員をもって組織する。 

１． 正 会 員･･･大阪青凌高等学校卒業者 

２． 特別会員･･･母校の現・旧教職員 

３． 推薦会員･･･母校の発展繁栄に寄与し、 

総会において承認された者 

本会員は、姓及び住所等に変更があった場合は遅滞なく本

事務局に届け出るものとする。 

 

第５条  

正会員は、終身会費として、10,000 円を卒業時に納入する。 

 

第４章 役  員 

 

第６条  

本会には下記の役員をおき、その任期は２年とし再任を妨

げない、但し、最大任期を６年とする。 

１． 名誉会長  １ 名 

２． 会   長  １ 名 

３． 副 会 長  若干名 

４． 書 記  若干名 

５． 会   計  若干名 

６． 会計監査  ２ 名 

 

第７条  

名誉会長は、母校校長を推す。 

 

第８条  

会長ならびに各役員は、会員の中から選出する。 

 

第９条  

本会の経理を監査する為に会長の指名で２名の会計監査

委員をおき毎年監査をする。 

ただし、母校職員を１名充てる。 

第５章 総  会 

 

第 10 条 

１． 定時総会は、１年に１回、これを開催する。臨時総

会は、必要と認めた時、会長はこれを開催すること

ができる。 

２． 総会の決議は、出席会員の過半数でこれを決する。

ただし、可否同数の時は、議長がこれを決する。 

 

第 11 条 

 総会の決議は、出席会員の過半数でこれを決する。ただし、

可否同数の時は、議長がこれを決する。 

 

第 12 条 

下記の事項は定時総会に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

１． 前年度事業報告・会計報告および会計監査報告 

２． 本年度事業報告および会計予算（案） 

 

第６章 会  計 

 

第 13 条 

本会の経費は、会費・寄付金その他をもって、これに充て

る。 

 

第 14 条 

毎年４月に 30 万円を大阪青凌教育振興基金として繰り入

れる。 

 

第 15 条 

本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日まで

とする。 

 

第７章 会 則 の 変 更 

 

第 16 条 

本会則の変更は、役員会において審議し、総会の承認を得

なければならない。ただし、緊急を要する改正は役員会が

議決する事が出来る。 

 

第８章 附  則 

 

１． この会則は、昭和 61 年 4 月１日から施行する。 

２． この会則は、平成 20 年 5月 10 日から施行する。 

３． この会則は、平成 22 年 5 月 8 日から施行する。 

４． この会則は、平成 24 年 5 月 19 日から施行する。 

５． この会則は、平成 28 年 5月 21 日から施行する。 

６． この会則は、平成 30 年 5月 19 日から施行する。 

 

 

 

 

 


